
令和７年度山口県警察官採用試験に係る身体検査について 

 

  

 第２次試験を受験されるにあたり、あらかじめ身体検査の受診をお願いします。 

 医療機関への受診期間が短期間となっているため、早めの予約をお願いします。 

記 

１ 受診期間 

  令和７年５月２１日（水）から６月５日(木)までの間 

 

２ 実施医療機関 

事前に診察をお願いする医療機関に対して、警察官採用試験に係る身体検査である 

こと及び検査項目を告げた上で、受診するようにしてください。 

 １か所の医療機関で一部受診できない検査項目がある場合は、複数の医療機関に渡っ 

て受診しても構いません。 

  【検査項目】 

尿検査、視力検査、聴力検査（オージオメーター）、血液検査（赤血球数、 

血色素量、ＨＤＬ、ＬＤＬ、ＴＧ、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ、血糖）、 

血圧検査、心電図、胸部Ｘ線、色覚検査(石原式色覚検査) 

 

３ 受診料の負担 

本人負担となります。（郵送等による料金も含む） 

 

４ 受診にあたっての留意事項  

⑴ 視力は、両眼とも裸眼視力が０．６以上、又は矯正視力で１．０以上が身体検査の  

基準です。基準に満たないと予測される場合、眼鏡又はコンタクトレンズを調整の上、 

受診してください。 

⑵ 医療機関を受診する際は、合格通知同封の身体検査関係書類を持参してください。 

  合格通知等は、山口県人事委員会事務局から受験申込書に記載された合格通知送付 

先に対し、５月２１日（水）に発送しています。 

⑶ 第２次試験を棄権する場合は、身体検査を受ける必要はありません。 

⑷ 過去３か月以内に身体検査を受診した方で、同一の検査項目であれば、検査結果の 

わかるもの（写しで可）を添付することで足ります。新たに受診し直す必要はありま 

せん。ただし、検査項目が不足している場合は、その項目を受診してください。 

   

５ 提出期限 

当受診に係る身体検査書及び再検査・追加検査結果通知書等の提出期限を 

６月５日（木）必着 

 とします。(※再検査の必要性が生じた場合であっても、同様です。) 

身体検査書等の送付、審査等には相当の日数がかかります。前記受診期間のうち、で 

きる限り早く受診するようにしてください。 

 なお、やむを得ず、提出期限に間に合わないことが見込まれる場合は、下記問合せ先 

に連絡してください。検査の詳細につきましては、合格通知に同封の「令和７年度山口 

県警察官採用試験に係る身体検査について」をご確認ください。 

 

【問い合わせ先】 山口県警察本部 警務課 採用係    

       ＴＥＬ：０８３－９３３－０１１０  

※平日 ８：３０～１７：１５    

※自動音声ガイダンス「１」     


